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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品収納部の周囲が、収納部から立ち上がって外方へ張り出した平坦部と平坦部から下
向きに折れて斜め下方へ拡開した外壁部からなる側枠部で囲われてなる合成樹脂薄板の真
空成形体よりなる皿状の収納トレーであって、前記側枠部に形成された複数のスタック部
で同一方向に向けて重ねられた上段のトレーを下段のトレーが支持して上下に積み重ね可
能に構成された収納トレーにおいて、
　前記各スタック部は、側枠部の外面に形成された窪み部内に窪み部の底部から起立して
前記平坦部に連なる複数の細柱部が設けられているとともに、前記細柱部はその下部両側
面に内方へ凹んだ凹面部をそれぞれ設けて形成された構成を有することを特徴とする収納
トレー。
【請求項２】
　前記細柱部の下部両側面と前記窪み部の底部とがそれぞれテーパ部で連なり、両テーパ
部の上方の前記細柱部の両側面に凹面部をそれぞれ設けて形成された構成を有することを
特徴とする請求項１に記載の収納トレー。
【請求項３】
　前記物品収納部の内周面に窪み部を設け、この窪み部内に、前記平坦部に連なる細柱部
と、当該細柱部の下部両側面と前記窪み部の底部の間に設けられたテーパ部と、前記細柱
部の下部両側面であって前記両テーパ部の上方に設けられた内方へ凹んだ凹面部とを備え
たスタック部を設けた構成を有すること特徴とする請求項１又は２に記載の収納トレー。
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【請求項４】
　物品収納部の周囲が平坦部と外壁部からなる側枠部で囲われてなり、前記側枠部の外周
面に複数のスタック部が設けられた合成樹脂薄板の真空成形体よりなる皿状の収納トレー
において、
　前記各スタック部は、前記側枠部の外周面に形成された窪み部内に設けられており、前
記平坦部に連ねて窪み部内に設けられた細柱部と、当該細柱部の下部両側面と前記窪み部
の底部の間に設けられたテーパ部と、前記細柱部の下部両側面であって前記両テーパ部の
上方に設けられた内方へ凹んだ凹面部とを備えて形成されているとことを特徴とする収納
トレー。
【請求項５】
　物品収納部の周囲が平坦部と外壁部からなる側枠部で囲われてなり、前記物品収納部の
内周面に複数のスタック部が設けられた合成樹脂薄板の真空成形体よりなる皿状の収納ト
レーにおいて、
　前記各スタック部は、前記物品収納部の内周面に設けられており、前記物品収納部の底
面から立設した細柱部と、当該細柱部の上部両側面と前記平坦部の間に設けられたテーパ
部と、前記細柱部の上部両側面であって前記両テーパ部の下方に設けられた、細柱部の内
面間隔が狭まる向きに突出した凹面部とを備えて形成されているとことを特徴とする収納
トレー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品や日用品、その他の物品を収納して保管や運搬、或いは展示などに
供するのに好適な合成樹脂薄板の真空成形体よりなる収納トレーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば電子部品などの生産工程で使用される収納トレー１００として、図２３に示され
るように、縦横のリブ１０２で仕切られた物品収納部１０１の周囲が外周リブ１０３で囲
われ、この外周リブ１０３を、当該リブの上面１０３ａの幅がその下端開口部の幅よりも
幅広となる逆テーパ状の断面形状に設けて形成されており、収納トレー１００を上下に重
ねた際に、上段の収納トレー１００の外周リブ１０３の下端部が下段の収納トレー１００
の外周リブ１０３の上面に当接することで外周リブ１０３の没入を防止し、収納トレー１
００、１００同士を上下多段に積み重ねることができるように構成されたものが知られて
いる（例えば特許文献１、２、３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開昭６１－５７１１号公報
【特許文献２】特開平１０－３２９８８６号公報
【特許文献３】特開２０００－７２１４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、電子部品などの生産工程において、収納トレーを同方向に向けて積み重ねる
ことができれば、収納作業における人為的ミスが生じ難く、収納トレーに電子部品の向き
を揃えて収納し保管や運搬に供することが可能である。
　前記図２３に示された収納トレー１００は、収納トレー１００同士を同方向に向けて積
み重ねることができるものの、収納する電子部品が重量物である場合や収納トレー１００
を多段に積み重ね過ぎた場合には、同図（Ｃ）に示されるように、上段の収納トレー１０
０から受ける下向きの荷重によって外周リブ１０３の縁辺部が外側へ逃げる如く広がって
変形してしまい易いという問題があった。
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　電子部品を含む各種物品の運搬に用いられるこの種の収納トレーは、軽量化や材料費削
減の要請から合成樹脂材料の薄肉化を図るべく開発が進められているが、合成樹脂材を薄
くすると強度が低下することから、薄肉であっても強度を維持できる構造が望まれる。前
記逆テーパ状の外周リブ１０３の傾斜角度を大きく確保できれば強度は高まるが、それで
は成型金型のコストが高くなってしまう。
【０００５】
　本発明は従来技術の有するこのような問題点に鑑み、合成樹脂薄板の真空成形体からな
る収納トレーにおいて、トレー全体を薄肉に成形しても所望の強度を維持して、物品を収
納したトレーを同方向に向けて上下多段に積み重ねて保管や運搬などに供することができ
るようにすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するため本発明は、物品収納部の周囲が、収納部から立ち上がって外方
へ張り出した平坦部と平坦部から下向きに折れて斜め下方へ拡開した外壁部からなる側枠
部で囲われてなる合成樹脂薄板の真空成形体よりなる収納トレーであって、前記側枠部に
形成された複数のスタック部で同一方向に向けて重ねられた上段のトレーを下段のトレー
が支持して上下に積み重ね可能に構成された収納トレーにおいて、
　前記各スタック部は、側枠部の外面に形成された窪み部内に窪み部の底部から起立して
前記平坦部に連なる細柱部が設けられているとともに、当該細柱部はその下部両側面に内
方へ凹んだ凹面部をそれぞれ設けて形成された構成を有することを特徴とする。
【０００７】
　前記構成の収納トレーによれば、収納トレー同士を同方向に向けて重ね合わせた状態で
、下段のスタック部の細柱部の上端が、上段のスタック部の細柱部の下端に接合すること
で、上下の収納トレーを一定の間隔を保持して積み重ねることができる。
　上下に重なったスタック部で接合する細柱部は、その下部両側面に凹面部がそれぞれ形
成され、細柱部の両側面間の間隔がその上部よりも下部の方が小さくなるように設けてあ
るので、下段の細柱部の上端は上段の細柱部の細幅の下端部に当接して支持され、下段の
細柱部が上段の細柱部内に没入し難くなっている。また、各スタック部に細柱部を設ける
ことで側枠部が補強されて外側へ開き難くなり、段積みした収納トレーに大きな衝撃が加
わったときは上下の細柱部が互いに上下端部を接合させたままトレーの外周方向に互いに
滑ることで衝撃を吸収し、これにより側枠部が外側へ開いてしまうなどの変形を来し難く
なる。
【０００８】
　前記構成の収納トレーにおいて、細柱部の下部両側面と窪み部の底部とがそれぞれテー
パ部で連なり、両テーパ部の上方の細柱部の両側面に凹面部をそれぞれ設けて形成された
構成を有することが好ましい。
　細柱部の下部両側面を、テーパ部を介して窪み部の底部に接続することで、両テーパ部
の上方に設ける凹面部を適宜な肉厚を確保して成形することができ、また、細柱部の下部
両側にテーパ部を設けることで、収納トレーを段積みした際に下段の収納トレーの細柱部
を上段の収納トレーのテーパ部下面に沿って上下の細柱部同士の係合位置に正確に案内す
ることが可能である。
【０００９】
　また、前記構成の収納トレーにおいて、窪み部内に複数の細柱部が適宜な間隔を開けて
設けられた構成を有することが好ましい。
　窪み部内に細柱部を設けることによって側枠部の強度が増して外周に開き難くなるが、
細柱部を複数本、少なくとも一対を適宜な間隔を開けて設ければ、収納トレーに重量物を
載せた際に側枠部を作用する開く方向への応力に対し、各細柱部同士が相互に引き合うよ
うに作用して側枠部の開きを防止し、側枠部の強度をより高めることができる。
【００１０】
　また、本発明は、物品収納部の周囲が平坦部と外壁部からなる側枠部で囲われてなり、
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前記側枠部の外周面に複数のスタック部が設けられた合成樹脂薄板の真空成形体よりなる
皿状の収納トレーにおいて、
　前記各スタック部は、前記側枠部の外周面に形成された窪み部内に設けられており、前
記平坦部に連ねて窪み部内に設けられた細柱部と、当該細柱部の下部両側面と前記窪み部
の底部の間に設けられたテーパ部と、前記細柱部の下部両側面であって前記両テーパ部の
上方に設けられた内方へ凹んだ凹面部とを備えて形成されているとことを特徴とする。
【００１１】
　さらに、本発明の他の態様として、物品収納部の周囲が平坦部と外壁部からなる側枠部
で囲われてなり、前記物品収納部の内周面に複数のスタック部が設けられた合成樹脂薄板
の真空成形体よりなる皿状の収納トレーにおいて、
　前記各スタック部は、前記物品収納部の内周面に設けられており、前記物品収納部の底
面から立設した細柱部と、当該細柱部の上部両側面と前記平坦部の間に設けられたテーパ
部と、前記細柱部の上部両側面であって前記両テーパ部の下方に設けられた、細柱部の内
面間隔が狭まる向きに突出した凹面部とを備えて形成されているとことを特徴とする。
【００１２】
　またさらに、本発明の他の態様として、物品収納部の周囲を底面から上方へ立ち上げた
側壁部で囲い、側壁部の上端に外方へ張り出した平坦部を設けてなる合成樹脂薄板の真空
成形体よりなる皿状の収納トレーであって、前記側壁部の上部に形成された複数のスタッ
ク部で同一方向に向けて重ねられた上段のトレーを下段のトレーが支持して上下に積み重
ね可能に構成された収納トレーにおいて、
　前記各スタック部は、前記側壁部の上部から平坦部に亘って形成された窪み部内に、窪
み部の底部から起立して前記平坦部に連なる複数の細柱部が適宜な間隔を開けて設けられ
、且つ各細柱部はその下部両側面と前記窪み部の底部との間にテーパ部が設けられた構成
を有することを特徴とする。
【００１３】
　前記各構成の収納トレーによっても、物品を収納した収納トレー同士を、同方向に向け
て、或いは異なる方向に向けて重ね合わせた状態で、下段のスタック部の細柱部の上端が
、上段のスタック部の細柱部の下端に接合することで、上下の収納トレーを一定の間隔を
保持して積み重ねることが可能である。
【００１４】
　本発明の収納トレーは、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）やポリプロピレ
ン、ポリスチレンなどの合成樹脂材を用い、薄いシート状の樹脂板を真空成形して形成す
ることができる。成形材料はこれに限定されず他の適宜な樹脂材を用いてもよい。
　前記細柱部は中空な板状突起であり、収納トレーの肉厚にもよるが、例えば両側面間の
間隙（中空部間）を１～１０ｍｍ程度の太さに形成することができる。細柱部の両側面に
設ける凹面部は、アンダーカット加工によって形成される内方へ逆テーパ状に凹んだ面で
あり、成形時の離型性を考慮して適宜な幅に凹ませて形成することができる。例えば両側
面間の間隙を１．５ｍｍ程度に設けた細柱部の場合、凹面部は両側面から細柱部の内方へ
それぞれ０．５～０．７５ｍｍの幅だけ凹んだ大きさに設けることができる。また、両側
面間の間隙が１～４ｍｍ程度の太さの細柱部の場合に、両側面の凹面部が接し、つまり細
柱部の下部両側面を貫通させた形状に設ければ、下段の細柱部を安定的に支持する上でよ
り効果がある。
【００１５】
　また、物品収納部の内周面に窪み部を設け、この窪み部内に、前記平坦部に連なる細柱
部と、当該細柱部の下部両側面と前記窪み部の底部の間に設けられたテーパ部と、前記細
柱部の下部両側面であって前記両テーパ部の上方に設けられた内方へ凹んだ凹面部とを備
えたスタック部を設けてもよい。
　なお、収納トレーに設ける前記スタック部の位置や個数、スタック部を構成する窪み部
の幅や深さ、窪み部内に設ける細柱部の大きさや数などは、収納する物品の重量や形状な
どに応じて設計される収納トレーの成形寸法、成形材料、成形条件などに応じて適宜に選
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定可能である。物品収納部の内周面にスタック部を設ける場合も、その位置や個数、細柱
部の大きさや数などを、上記と同様の条件に応じて適宜に選定可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態の収納トレーの外観斜視図である。
【図２】図１の収納トレーの平面図である。
【図３】図１の収納トレーの正面図である。
【図４】（Ａ）はスタック部の要部拡大外観図、（Ｂ）、（Ｃ）はそれぞれ（Ａ）のＢ－
Ｂ線とＣ－Ｃ線に沿った断面図である。
【図５】スタック部に設けられる細柱部の拡大横断面図である。
【図６】収納トレー同士を上下に積み重ねたときの細柱部を模式的に表わしてスタック部
の重なり状態を示した図である。
【図７】上下に重ねた収納トレーの（Ａ）は正面図、（Ｂ）は側面図である。
【図８】本発明の第２実施形態の収納トレーの外観斜視図である。
【図９】図８の収納トレーの平面図である。
【図１０】図９のＸ－Ｘ線に沿った断面図である。
【図１１】第２実施形態の収納トレーを上下に重ねたときの側面図である。
【図１２】本発明の第３実施形態の収納トレーの外観斜視図である。
【図１３】図１２の収納トレーの平面図である。
【図１４】本発明の第４実施形態の収納トレーの外観斜視図である。
【図１５】図１４の収納トレーの平面図である。
【図１６】第４実施形態の収納トレーのスタック部の拡大平面図である。
【図１７】（Ａ）、（Ｂ）は図１６のＡ－Ａ線に沿った断面図とＢ－Ｂ線に沿った断面図
である。
【図１８】第４実施形態の収納トレー同士を上下に積み重ねたときのスタック部の重なり
状態を示した断面図である。
【図１９】本発明の第５実施形態の収納トレーの外観斜視図である。
【図２０】図１９の収納トレーのスタック部を拡大した要部断面図である。
【図２１】図１９の収納トレーのスタック部を拡大した内面図である。
【図２２】第５実施形態の収納トレー同士を上下に積み重ねたときのスタック部の重なり
状態を示した切断端面図である。
【図２３】従来の収納トレーの一例を示す（Ａ）は平面図、（Ｂ）は逆テーパ状リブが重
なった状態を説明するための要部断面図、（Ｃ）は外周リブが広がる状態を説明するため
の要部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の好適な一実施形態を、図面を参照して説明する。
　図１～図３は本発明の第１実施形態の収納トレーの外観斜視図、平面図、正面図をそれ
ぞれ示しており、この収納トレー１は、シート状のＰＥＴを真空成形により成形し、物品
が収納される物品収納部２の周囲を側枠部９で囲って方形皿状に形成されている。
【００１８】
　詳しくは、物品収納部２は全体として平面視略矩形状を呈し、その底面３内が当該収納
部の中心を通って長手方向に連なったリブ４と同じく短手方向に連なったリブ５とで四つ
の収納領域６に区画されているとともに、各収納領域６の四隅部に各々底面３よりも下方
へ、深く凹んだ凹部７と浅く凹んだ凹部８とが配置された形状に設けられている。
【００１９】
　側枠部９は、物品収納部２の周辺縁に沿って連なった断面略々下向きコ字状の枠状部で
あり、物品収納部２の底面３の縁部から上方へ略垂直に立ち上がった内壁部１０と、内壁
部１０の上端で略水平に折れて外方へ張り出した平坦部１１と、平坦部１１の外端部から
下向きに折れて斜め下方へ拡開した外壁部１２とにより形成されており、収納トレー１の
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対向長手二辺を構成する側枠部９にはそれぞれ三つのスタック部１３が、また、四隅コー
ナー部を構成する側枠部９にはスタック部１４が各々設けられている。
【００２０】
　収納トレー１の対向長手二辺に設けられた三つのスタック部１３は、それぞれ長手辺の
中央部と当該中央部から両側の短手辺に向けて等間隔に離間させた位置に配置されており
、各スタック部１３は、側枠部９の外面に形成された窪み部１５内に二本の細柱部１６、
１６を設けて形成されている。
【００２１】
　より詳しくは、図４に示されるように、窪み部１５は、平坦部１１から下向きに略垂直
に折れた外面部１５ａと外面部１５ａの下端から略水平に折れて外壁部１２に連なる底部
１５ｂとにより、側枠部９の平坦部１１の上面から外壁部１２に亘って適宜な幅及び深さ
で切り欠いた形状に設けられており、二本の細柱部１６、１６はそれぞれ窪み部１５の中
央から等間隔離した位置に一体に設けてある。
【００２２】
　細柱部１６は、窪み部１５の底部１５ｂに連なって底部１５ｂの上方へ略垂直に起立し
ていて、その上端１６ａを平坦部１１に略水平に連ねて窪み部１５の外面部１５ａから細
幅を保持して収納トレー１の外周面に略直交する方向へ突出した中空な板状突起であり、
その両側面１６ｂ、１６ｂの下部がテーパ部１７、１７を介して窪み部１５の底部１５ｂ
に接続されているとともに、両テーパ部１７、１７が接続した部分よりも若干上方の位置
に凹面部１６ｃ、１６ｃを設けて形成されている。
　細柱部１６の両側面１６ｂ、１６ｂに設けた凹面部１６ｃ、１６ｃは、金型のアンダー
カット加工によって両側面１６ｂ、１６ｂを内方へ逆テーパ状に凹ませた部分であり、図
５に示されるように、両側面１６ｂ、１６ｂ間の間隙はその上端１６ａの間隙Ｄｈよりも
凹面部１６ｃ、１６ｃの間隙Ｄｌの方が幅狭となるように形成されている。
　なお、図４に示されるように、二本の細柱部１６、１６の間の外壁部１２には凹リブ１
８が設けてある。
【００２３】
　また、収納トレー１の四隅コーナー部に設けられたスタック部１４は、前記と同様に、
コーナー部の側枠部９に設けられた窪み部１５内に対角方向に沿って一本の細柱部１６を
一体に突出させて設けられている。四隅コーナー部の細柱部１６が、テーパ部１７、１７
を介して窪み部１５の底部１５ｂに接続され、両テーパ部１７、１７が接続した部分より
も若干上方の位置に凹面部１６ｃ、１６ｃが形成されている点も前記と同様である。
【００２４】
　このように構成された本形態の収納トレー１は、水平な支持面上に収納トレー１を載せ
れば、物品収納部２内の凹部７と側枠部９の外壁部１２の下端部が支持面に当接して物品
収納部２の底面３が水平に保持され、前記各収納領域６内に収納した物品を底面３上で水
平に支持することができる。
　収納トレー１に物品を収納し、これを多段に重ねて保管するときは、図７に示されるよ
うに、下段の収納トレー１上に上段の収納トレー１を重ねれば、上段の収納トレーの外壁
部１２の内周面が下段の収納トレー１の外壁部１２の外周面に被さり、さらに、上下の収
納トレー１、１の対向長手辺の各スタック部１３、１３と四隅コーナー部の各スタック部
１４、１４とが重なり、各スタック部の上下端部が噛み合って上下の収納トレー１、１間
で一定の間隔を確保したまま位置をずらさずに安定的に積み重ねることが可能である。
【００２５】
　すなわち、図６に示されるように、収納トレー１、１同士を上下に重ね合わせた状態で
、下段の収納トレー１のスタック部１３の細柱部１６の上端１６ａが、上段の収納トレー
１のスタック部１３のテーパ部１７、１７の下部に係入して当該テーパ部１７、１７間の
細柱部１６の下端に嵌合し、下段の収納トレー１の各細柱部１６が当該嵌合位置に位置決
めされる。
　この際、各細柱部１６はその両側面１６ｂ、１６ｂの下部に凹面部１６ｃ、１６ｃを設
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けて細柱部１６の下端部の間隙を狭め、且つこれにより細柱部１６の屈曲強度が高まり、
下段の細柱部１６が上段の細柱部１６内に没入したり潰れたりするようなことはない。ま
た、側枠部９にスタック部１３、１４をそれぞれ複数設け、各スタック部に外方へ突出し
た細柱部１６を設けることで、側枠部９が補強されて変形が生じ難くなり、段積みした下
段の収納トレー１に大きな重量が加わっても、側枠部９が外側へ開いてしまうなどの変形
を来すことはない。
　さらに、収納トレー１の対向長手側辺における側枠部９の対応位置に各スタック部１３
を設けてあるので、収納トレー１は同方向でも向きが逆であっても多段に安定して積み重
ねることが可能である。
【００２６】
　図８～図１１は本発明の第２実施形態の収納トレーを示しており、この収納トレー１は
、前記形態と同様にシート状のＰＥＴを真空成形して方形皿状に形成されており、物品収
納部２の周囲を囲う側枠部９の短手、長手両辺の外周面に各々スタック部１９を設けて構
成したものである。
【００２７】
　詳しくは、各スタック部１９の構成は前記形態と同様であり、側枠部９の外面に窪み部
１５を形成し、この窪み部１５内に、平坦部１１に連なる細柱部１６を立設するとともに
、細柱部１６の下部両側面と窪み部１５の底部の間にテーパ部１７、１７を設け、細柱部
１６の下部両側面であって両テーパ部１７、１７の上方に内方へ凹んだ凹面部１６ｃ、１
６ｃを設けて形成してある。
　側枠部９の周辺に形成された各窪み部１５は、各々収納トレー１の四隅コーナー部を除
いて、長手辺と短手辺の略全体に亘る長さに設けられており、長手両辺の窪み部１５内に
は五本の細柱部１６を等間隔空けて配置し、短手両辺の窪み部１５内には四本の細柱部１
６を等間隔空けて配置してある。
【００２８】
　このように構成された本形態の収納トレー１は、前記形態と同様に、収納トレー１に物
品を収納し、これを上下に重ねれば、図１１に示されるように、下段の収納トレー１のス
タック部１９の細柱部１６の上端１６ａが、上段の収納トレー１のスタック部１９のテー
パ部１７、１７の下部に係入して当該テーパ部１７、１７間の細柱部１６の下端に嵌合し
、下段の各細柱部１６が当該嵌合位置に位置決めされ、上下の収納トレー１、１のスタッ
ク部１９、１９の上下端部が噛み合って、上下の収納トレー１、１間で一定の間隔を確保
したまま位置をずらさずに安定的に積み重ねることが可能である。
【００２９】
　図１２及び図１３は本発明の第３実施形態の収納トレーを示しており、この収納トレー
１は、前記形態と同様にシート状のＰＥＴを真空成形して方形皿状に形成されており、側
枠部９の四側辺の外周面に各々二つのスタック部２０を設けるとともに、物品収納部２の
内周面と物品収納部２内を区画するリブ４の内面にも複数のスタック部２１を設けて構成
したものである。
【００３０】
　詳しくは、スタック部２０は、側枠部９の各辺の中央からコーナー部側へ等間隔空けて
二つ設けられており、前記形態と同様に、側枠部９の外面に形成された窪み部１５内に、
平坦部１１に連なる細柱部１６を立設し、細柱部１６の下部両側面と窪み部１５の底部の
間にテーパ部１７、１７を設けるとともに、細柱部１６の下部両側面であって両テーパ部
１７、１７の上方に内方へ凹んだ凹面部１６ｃ、１６ｃを設けて形成してある。各スタッ
ク部２０には、３本の細柱部１６を等間隔空けて配置してある。
　また、スタック部２１は、物品収納部２の内面と当該物品収納部２内を区画するリブ４
の内面に窪み部１５をそれぞれ形成し、前記形態と同様に、各窪み部１５内に平坦部１１
に連なる細柱部１６を立設し、細柱部１６の下部両側面と窪み部１５の底部の間にテーパ
部１７、１７を設けるとともに、細柱部１６の下部両側面であって両テーパ部１７、１７
の上方に内方へ凹んだ凹面部１６ｃ、１６ｃを設けて形成してある。各スタック部２１に
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は、２本の細柱部１６を配置してある。
【００３１】
　このように構成された本形態の収納トレー１によっても、前記形態と同様に、収納トレ
ー１に物品を収納し、これを上下に重ねれば、上下の収納トレー１、１のスタック部２０
、２０及びスタック部２１、２１の上下端部が噛み合って、上下の収納トレー１、１間で
一定の間隔を確保したまま位置をずらさずに安定的に積み重ねることが可能である。
【００３２】
　図１４～図１８は本発明の第４実施形態の収納トレーを示しており、この収納トレー１
は、前記形態と同様にシート状のＰＥＴを真空成形して方形皿状に形成されており、物品
収納部２の内周面に複数のスタック部２２を設けて構成したものである。
【００３３】
　詳しくは、物品収納部２内は、収納トレー１の底面２から立設させて複数の突部２３に
よって格子状の収納空間に仕切られているとともに、物品収納部２内の長手両辺に沿った
内面と短手両辺に沿った内面とに各々に四つスタック部２２を設けてある。
　各スタック部２２は、図１６及び図１７に示されるように、物品収納部２の底面３から
細柱部１６を立設させ、この細柱部１６の上部両側面と収納トレー１の上面である平坦部
１１とをテーパ部１７、１７を介して連ねるとともに、細柱部１６の上部両側面であって
両テーパ部１７、１７の下方に、細柱部１６の内面間が狭まるよう向きに突出した凹面部
１６ｃ、１６ｃを設けて形成してある。
【００３４】
　このように構成された本形態の収納トレー１は、物品を収納した収納トレー１同士を上
下に重ねれば、図１８に示されるように、上段の収納トレー１のスタック部２２の細柱部
１６の下端が、下段の収納トレー１のスタック部２２のテーパ部１７、１７の上部に係入
して当該テーパ部１７、１７間の細柱部１６の上端に嵌合し、上段の収納トレー１の各細
柱部１６が当該嵌合位置に位置決めされて、上下の収納トレー１、１の各スタック部２２
同士が重なり、且つ上下のスタック部２２、２２の上下端部が噛み合って、上下の収納ト
レー１、１間で一定の間隔を確保したまま位置をずらさずに安定的に積み重ねることが可
能である。
【００３５】
　図１９～図２２は本発明の第５実施形態の収納トレーを示しており、この収納トレー１
は、前記形態と同様にシート状のＰＥＴを真空成形して方形皿状に形成されており、物品
収納部２の周囲を囲う側壁部２３の上部に沿って複数のスタック部２５を設けて構成した
ものである。
【００３６】
　詳しくは、本形態の収納トレー１は物品収納部２が全体として平面視略矩形状を呈する
浅底のトレーであり、前記物品収納部２の周囲を底面３から斜め上方へ立ち上げた側壁部
２３で囲い、側壁部２３の上端を適宜な幅で外方へ水平に張り出した平坦部２４とすると
ともに、物品収納部２が面する前記側壁部２３の四側周辺部の各辺の中央にスタック部２
５を各々設けて形成してある。
　各スタック部２５は、前記側壁部２３の上部から平坦部２４に亘って適宜な幅で下方へ
凹ませてなる窪み部１５内に、窪み部１５の底部１５ｂから起立して前記平坦部２４に連
なる二本の細柱部１６、１６を適宜な間隔を開けて設け、且つ両細柱部１６、１６はその
両側面１６ｂ、１６ｂと窪み部１５の底部１５ｂとの間にテーパ部１７、１７を設けて形
成してある。
　両細柱部１６、１６の上端１６ａ、１６ａ間及び細柱部１６の上端１６ａと隣接する窪
み部１５の内面間は、平坦部２４との境界部分が湾曲した開口部２６としてある。この開
口部２６は、図２０及び図２１に示されるように、平坦部２４に面する上部側が幅広、窪
み部１５の底部１５ｂに面する下部が前記テーパ部１７で囲われた幅狭となっている。ま
た、収納トレー１の物品収納部２の四側辺を囲う側壁部２３の四隅部は湾曲凹部２７とし
てある。
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【００３７】
　本形態の収納トレー１は、前記各形態の収納トレー１と異なり、細柱部１６の両側面に
内方へ凹んだ凹面部１６ｃ、１６ｃが設けられていないが、物品を収納した収納トレー１
同士を上下に重ねれば、図２２に示されるように、上段の収納トレー１が下段の収納トレ
ー１の内側に嵌り込み、下段の収納トレー１のスタック部２５の上面に上段の収納トレー
１のスタック部２５の下面が噛み合って係合し、上下の収納トレー１、１間で一定の間隔
を確保したまま位置をずらさずに安定的に積み重ねることが可能である。
【００３８】
　なお、図示した収納トレーは本発明の実施形態の一例を示すものであり、本発明の収納
トレーはこれに限定されず、収納する物品の種類や大きさ、形状などに応じて適宜な形態
で構成することが可能である。上述した実施の形態及び変形例の任意の組み合わせもまた
本発明の実施の形態として有用である。組み合わせによって生じる新たな実施の形態は、
組み合わされる実施の形態及び変形例それぞれの効果を併せ持つ。本発明は、電子部品な
どの各種部品類、各種用具や工具、日用品など様々な物品を収納するトレーに適用するこ
とが可能である。
【符号の説明】
【００３９】
１　収納トレー、２　物品収納部、３　底面、４、５　リブ、６　収納領域、７、８　凹
部、９　側枠部、１０　内壁部、１１　平坦部、１２　外壁部、１３　スタック部、１４
　四隅スタック部、１５　窪み部、１６　細柱部、１６ｃ　凹面部、１７　テーパ部、１
８　凹リブ、１９，２０，２１，２２　スタック部、２３　側壁部、２４　平坦部、２５
　スタック部、２６　開口部、２７　湾曲凹部
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